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問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係　

☎
６
５
・
１
０
９
７

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証

切
り
替
え
は
お
早
め
に　

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
が
切
替
え
に
な
り
ま
す
。

現
在
使
っ
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
は
、
10
月

１
日
以
降
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
切
替

え
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
、
受
給
し
て
い
る
方
に
は
、
７
月
末
ま
で
に
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

【
切
替
期
間
】
８
月
３
日
㈪
～
31
日
㈪
（
閉
庁
日
を
除
く
）

【
場　

所
】
保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係

【
持
参
物
】 

印
鑑
、
健
康
保
険
証
、
養
育
費
に
関
す
る
申

告
書
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
ま
た
は
公
的
年
金
証
書

（
該
当
す
る
人
の
み
）、
戸
籍
謄
本
（
桂
川
町
に
本
籍

が
な
い
人
の
み
）、
所
得
証
明
書
（
平
成
27
年
1
月
2

日
以
降
転
入
し
た
人
の
み
。
所
得
、
扶
養
人
数
お
よ

び
控
除
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
の
切
り
替
え

お知らせ

問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係　

☎
６
５
・
１
０
９
７

重
度
障
害
者
医
療
証

切
り
替
え
は
お
早
め
に

　

重
度
障
害
者
医
療
の
医
療
証
が
切
替
え
に
な
り
ま
す
。

現
在
使
っ
て
い
る
重
度
障
害
者
医
療
証
は
、
10
月
１
日

以
降
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
切
替
え
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
、
受
給
し
て
い
る
方
に
は
、
７
月
末
ま
で
に
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

【
切
替
期
間
】
８
月
３
日
㈪
～
31
日
㈪
（
閉
庁
日
を
除
く
）

【
場　

所
】
保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係

【
持
参
物
】
印
鑑
、
障
が
い
程
度
を
証
明
す
る
も
の
（
身

体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど
）、
現
在
使
っ
て
い

る
重
度
障
害
者
医
療
証
、
所
得
証
明
書
な
ど
（
平
成

27
年
1
月
2
日
以
降
転
入
し
た
人
の
み
。
所
得
、
扶

養
人
数
お
よ
び
控
除
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

重
度
障
害
者
医
療
証
の
切
り
替
え

お知らせ重度障害者医療対象者

○桂川町に住所がある人
○住所地特例の適用を受けている人
○３歳以上の人（小学校就学前の児
　童は子ども医療が優先）
○医療保険に加入している人
○生活保護等を受けていない人
○本人または扶養義務者の所得が一
　定の額を超えていない人
○障害程度要件を満たしている人

※すべての項目を満たす人が対象。
詳しくはお問い合わせください

ひとり親家庭等医療対象者

○桂川町に住所がある人
○医療保険に加入している人
○生活保護等を受けていない人
○本人または扶養義務者の所得
　が一定の額を超えていない人
○ひとり親家庭等の児童および
　その母（父）または養育者

※すべての項目を満たす人が対
象。詳しくはお問い合わせくだ
さい

問 

健
康
福
祉
課 
高
齢
者
・
女
性
係　

☎
６
５
・
０
０
０
１

長
寿
を
祝
福
す
る
た
め

敬
老
祝
金
を
支
給
し
ま
す

　

桂
川
町
で
は
、
敬
老
の
意
を
表
し
、
長
寿
を
祝
福
す

る
た
め「
敬
老
祝
金
」を
支
給
し
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
、

８
月
下
旬
に
ご
案
内
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
年
度
も
現
金
の
ほ
か
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

で
の
支
給
も
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
通
知
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
支
給
期
間
】
9
月
2
日
㈬
～
7
日
㈪

　

9
時
～
16
時
30
分
（
閉
庁
日
を
除
く
）

　

※
支
給
期
間
中
に
受
給
で
き
な
い
方
は
、
9
月
8
日

　
　

㈫
～
30
日
㈬
ま
で
の
間
（
閉
庁
日
を
除
く
）
に
受
給 

　
　

し
て
く
だ
さ
い

【
支
給
場
所
】
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

【
持
参
物
】
印
鑑
、
通
知
書

敬
老
祝
金
支
給

お知らせ「敬老祝金」支給対象者

年齢 生年月日

70歳 昭和20年4月1日～
昭和21年3月31日生まれ

77歳 昭和13年4月1日～
昭和14年3月31日生まれ

88歳 昭和2年4月1日～
昭和3年3月31日生まれ

99歳 大正5年4月1日～
大正6年3月31日生まれ
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